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新
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条

文
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和
五
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老
人
保
健
法
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規
定
に
よ
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医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
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入
院
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活
療
養
費
及
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保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
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扱
い
及
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担
当
に
関
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基
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よ
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並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
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時
生

扱
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基
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険
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併
用
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養
費
に
係
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養
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扱
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（
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
の
範
囲
）

（
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
の
範
囲
）

（

。

「

」

。
）

第
一
条

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一

第
一
条

老
人
保
健
法

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号

以
下

法

と
い
う

号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う

）
が
取
り

第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
「
保

。

扱
う
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。

険
医
療
機
関
等
」
と
い
う

）
が
取
り
扱
う
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
及
び
保
険

。

以
下
「
法
」
と
い
う

）
に
よ
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
（
以
下
「
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療

。

療
養

以
下

療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

と
い
う

養
」
と
い
う

）
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

「

」

。
）

。

の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

二

薬
剤
若
し
く
は
治
療
材
料
の
支
給

三

（
略
）

三

（
略
）

四

居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

四

家
庭
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

五

（
略
）

五

（
略
）

（
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
方
針
）

（
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
方
針
）

第
二
条

保
険
医
療
機
関
は
、
懇
切
丁
寧
に
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費

第
二
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
懇
切
丁
寧
に
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係

に
係
る
療
養
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
療
養
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
が
取
り
扱
う
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療

２

保
険
医
療
機
関
等
が
取
り
扱
う
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

養
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
」
と
い
う

）
の

は
、
老
人
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
患
者
（
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け

。

心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て

後
期
高
齢
者
で
あ
る
患
者

以
下

患
者

と
い
う

る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
療
養
上
妥
当
適
切

、

（

「

」

。
）

。

の
療
養
上
妥
当
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特

に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
次
に
掲
げ
る
事
項

に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
配
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
が
取
り
扱
う
長
期
入
院
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
付
及
び
保

一

主
と
し
て
老
人
慢
性
疾
患
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
保
険
医
療
機
関
等
そ
の
他

険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
は
、
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
こ

の
保
険
医
療
機
関
等
が
取
り
扱
う
長
期
入
院
患
者
に
対
す
る
医
療
及
び
保
険
外

と
。

併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
は
、
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
。
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二

保
険
医
療
機
関
は

後
期
高
齢
者
の
生
活
の
質
の
確
保
に
資
す
る
見
地
か
ら

二

保
険
医
療
機
関
等
は
、
老
人
の
生
活
の
質
の
確
保
に
資
す
る
見
地
か
ら
、
患

、

、

患
者
の
居
宅
に
お
け
る
療
養
生
活
を
支
援
し
、
必
要
な
療
養
の
給
付
及
び
保
険

者
の
家
庭
に
お
け
る
療
養
生
活
を
支
援
し
、
必
要
な
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
妥
当
適
切
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

養
費
に
係
る
療
養
を
妥
当
適
切
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
診
療
に
関
す
る
照
会
）

（
診
療
に
関
す
る
照
会
）

第
二
条
の
二

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
取
り
扱
つ
た
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併

第
二
条
の
二

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
担
当
し
た
診
療
に
係
る
患
者
の
疾
病
又

用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
係
る
患
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
関
し
、
他
の
保
険
医
療

は
負
傷
に
関
し
、
他
の
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
照
会
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ

機
関
か
ら
照
会
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
適
正
な
手
続
の
確
保
）

（
適
正
な
手
続
の
確
保
）

第
二
条
の
三

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
取
り
扱
う
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用

第
二
条
の
三

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養

療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
必
要
な
申
請
、
届
出
そ

費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
必
要
な

の
他
の
手
続
並
び
に
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
要
す

申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
並
び
に
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

る
費
用
の
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
要
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

（
老
人
保
健
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

第
二
条
の
四

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
取
り
扱
う
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用

第
二
条
の
四

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養

療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
全
な
運
営
を
損
な
う

費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
老
人
保
健
事
業
（
法
に
よ
る
保
健
事
業
の
う
ち
医
療
（

こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
費
の
支
給
を
含
む

）
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給

。

を
含
む

）
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
健
全
な
運
営
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う

。

。

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

第
二
条
の
五

保
険
医
療
機
関
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
療
養
の
給
付
及

第
二
条
の
五

保
険
医
療
機
関
等
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医
療
及
び
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び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
「

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
「
保

保
険
医
」
と
い
う

）
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定

険
医
」
と
い
う

）
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定
の

。

。

の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
つ
て
は
な
ら
な

保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

い
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
保
険
医
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
保
険
医
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対

て
特
定
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
の

し
て
特
定
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
う
こ
と

対
償
と
し
て
、
保
険
薬
局
か
ら
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な

の
対
償
と
し
て
、
保
険
薬
局
か
ら
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は

ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

、

、

第
二
条
の
六

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、

第
二
条
の
六

保
険
医
療
機
関
等
は

そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
見
や
す
い
場
所
に

第
五
条
の
三
第
四
項
、
第
五
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
条
の
四
第
二
項
に
規

第
五
条
の
三
第
四
項
、
第
五
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
条
の
四
第
二
項
に
規

定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば

定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
受
給
資
格
の
確
認
）

（
受
給
資
格
の
確
認
）

第
三
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に

第
三
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
か
ら
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る

係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
被
保

療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
健
康
手
帳

険
者
証
に
よ
つ
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
よ
つ
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
被
保
険
者
証
を
提
示
す
る
こ

だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
健
康
手
帳
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

な
い
患
者
で
あ
つ
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
に

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八

（

「

」

第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」

条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

以
下

介
護
老
人
保
健
施
設

と
い
う

）
の
入
所
者
で
あ
る
患
者
（
以
下
「
施
設
入
所
者
」
と
い
う

）
か
ら
療

と
い
う

）
の
入
所
者
で
あ
る
患
者
（
以
下
「
施
設
入
所
者
」
と
い
う

）
か
ら
医

。

。

。

。

養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

医
科
に
係
る
も
の
に
限
る

療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
（
医
科
に
係
る
も
の
に
限
る

）
を
受

（

。
）

。
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を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
被
保
険
者
証
等

け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
健
康
手
帳
に
よ
つ
て

に
よ
つ
て
施
設
入
所
者
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
入
所
者
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
要
介
護
被
保
険
者
等
の
確
認
）

（
要
介
護
被
保
険
者
等
の
確
認
）

第
三
条
の
二

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
に
対
し
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

第
三
条
の
二

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
に
対
し
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
介
護
保
険
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に

テ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
介
護
保
険
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

相
当
す
る
医
療
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被

に
相
当
す
る
医
療
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

保
険
者
証
の
提
示
を
求
め
る
な
ど
に
よ
り
、
当
該
患
者
が
同
法
第
六
十
二
条
に
規

被
保
険
者
証
の
提
示
を
求
め
る
な
ど
に
よ
り
、
当
該
患
者
が
同
法
第
六
十
二
条
に

定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
被
保
険
者
証
の
返
還
）

（
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
記
録
の
記
載
）

第
四
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
に
対
し
て
行
つ
た
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併

第
四
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
に
対
し
て
行
つ
た
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療

用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
取
り
扱
わ
な
く
な
つ
た
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
に

養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
そ
の
者
の
健
康
手
帳
の
医
療
の
記
録
に
係
る
ペ
ー
ジ

よ
り
当
該
患
者
か
ら
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
遅
滞

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
く
当
該
患
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

第
五
条

保
険
医
療
機
関
は
、
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
及
び
法

第
五
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
及
び

第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
（
同
項
の
規
定
に
よ

法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
（
同
項
の
規

り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
費

定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、

用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う

）
及
び
法
第

当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う

）
及

。

。

七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
算

び
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
同
項

定
し
た
費
用
の
額
が
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用
の

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き

。

、

。

「

」

。
）

額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う

）
の
支
払
を
受
け

は

当
該
費
用
の
額
と
す
る

以
下
単
に

生
活
療
養
標
準
負
担
額

と
い
う

る
も
の
と
す
る
。

の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
（

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
（
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以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う

）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内

以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う

）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内

。

。

に
お
い
て
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る

に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超

金
額
の
支
払
を
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下

え
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以

「
生
活
療
養
」
と
い
う

）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お

下
「
生
活
療
養
」
と
い
う

）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に

。

。

い
て
法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金
額

お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を

の
支
払
を
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
（
以
下
「
評

超
え
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
（

価
療
養
」
と
い
う

）
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
（
以
下
「
選
定

以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う

）
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
（
以

。

。

療
養
」
と
い
う

）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法

下
「
選
定
療
養
」
と
い
う

）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に

。

。

第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
を
超
え
る
金
額
の

お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
を

支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

超
え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

保
険
医
療
機
関
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
に
お

３

保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
の
病
棟

け
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
て
前
二
項
の
規

に
お
け
る
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
て
前
二
項
の
規
定

定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
の
給
付
及
び
保

に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
及
び
保
険
外
併
用

険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し

療
養
費
に
係
る
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
受
領

そ
の
受
領
方
法
に
関
し
て
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
関
し
て
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
収
証
等
の
交
付
）

（
領
収
証
の
交
付
）

第
五
条
の
二

保
険
医
療
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用
の
支
払
を

第
五
条
の
二

保
険
医
療
機
関
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用
の
支
払

受
け
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
個
別
の
費
用
ご
と
に
区
分
し
て
記

を
受
け
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
個
別
の
費
用
ご
と
に
区
分
し
て

載
し
た
領
収
証
を
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
領
収
証
を
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
療
機
関
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
患
者
か

ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
項
目
ご
と
に
記
載

し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
食
事
療
養
）

（
食
事
療
養
）

第
五
条
の
三

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
食
事
療
養
を
行
う
に

第
五
条
の
三

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
食
事
療
養
を
行
う
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当
た
つ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食
事
の

に
当
た
つ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食
事

内
容
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
内
容
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合

除
き
、
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
す
る

を
除
き
、
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
す

も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

保
険
医
療
機
関
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
食
事
療
養

３

保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
食
事
療

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該

養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当

療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関

該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に

し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

、

４

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に
、

４

保
険
医
療
機
関
等
は

そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に

前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
活
療
養
）

（
生
活
療
養
）

第
五
条
の
三
の
二

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
生
活
療
養
を
行

第
五
条
の
三
の
二

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
生
活
療
養
を

う
に
当
た
つ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食

行
う
に
当
た
つ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る

事
の
内
容
の
向
上
並
び
に
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の

食
事
の
内
容
の
向
上
並
び
に
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境

形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合

、

、

除
き
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
し
、

を
除
き

生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
し

温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。

温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。

３

保
険
医
療
機
関
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
生
活
療
養

３

保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
生
活
療

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該

養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当

療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関

該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に

し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

、

４

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に
、

４

保
険
医
療
機
関
等
は

そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に

前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
）

（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
）

第
五
条
の
四

保
険
医
療
機
関
は
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
関
し
て
第
五
条
第

第
五
条
の
四

保
険
医
療
機
関
等
は
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
関
し
て
第
五
条

二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
を
行

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
を

う
に
当
た
り
、
そ
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に

行
う
に
当
た
り
、
そ
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

従
う
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明
を

に
従
う
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明

行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
前
項
の
療

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
前
項
の

養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

療
養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
等
の
交
付
）

（
証
明
書
等
の
交
付
）

第
六
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
か
ら
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者

第
六
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
か
ら
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
医
療
費
の
支

医
療
給
付
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
医
の
証
明
書
、
意

給
又
は
当
該
患
者
に
係
る
医
療
保
険
の
保
険
給
付
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
保
険

、

、

見
書
等
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
機
関
等
又
は
保
険
医
の
証
明
書

意
見
書
等
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は

た
だ
し
、
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
費
（
柔
道
整
復
を
除
く
施

無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定

術
に
係
る
も
の
に
限
る

）
及
び
法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
傷
病
手

に
よ
る
医
療
費
（
柔
道
整
復
を
除
く
施
術
に
係
る
も
の
に
限
る

）
及
び
医
療
保

。

。
、

。

当
金
に
係
る
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

険
各
法
に
基
づ
く
傷
病
手
当
金
に
係
る
意
見
書
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

（
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
説
明
）

（
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
説
明
）

第
七
条
の
二

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
健
康
保
険
法

第
七
条
の
二

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
が
指
定
老
人
訪
問
看
護
事
業
者
（
健
康

第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
介
護
保
険
法
第
四

保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
訪
問
看
護
事

訪
問
看
護
事
業
者
及
び
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
指

業
を
行
う
も
の
に
限
る

）
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
か
ら
指
定
訪
問
看
護
等
（
法

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る

）
を
い
う
。

。

。

。

第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
及
び
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条

以
下
同
じ

）
か
ら
指
定
老
人
訪
問
看
護
等
（
法
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項

。

第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（

に
規
定
す
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
及
び
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限
る

）
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
受
け

指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
四
項
に

。

。
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る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
患
者
に
対
し
そ
の
利
用
手
続
、
提
供
方
法

規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限
る

）
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

。

。

及
び
内
容
等
に
つ
き
十
分
説
明
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
認
め
た
場
合
に
は
、
患
者
に
対
し
そ
の
利
用
手
続
、
提
供
方
法
及
び
内
容
等
に

つ
き
十
分
説
明
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
録
の
記
載
及
び
整
備
）

（
診
療
録
の
記
載
及
び
整
備
）

第
八
条

保
険
医
療
機
関
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
診
療
録
に
、
療
養
の
給

第
八
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
診
療
録
に
、
医
療
及

付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載

び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、

し
、
こ
れ
を
他
の
診
療
録
と
区
別
し
て
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
他
の
診
療
録
と
区
別
し
て
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
等
の
保
存
）

（
帳
簿
等
の
保
存
）

第
九
条

保
険
医
療
機
関
は
、
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

第
九
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取

の
取
扱
い
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
そ
の
他
の
記
録
を
そ
の
完
結
の
日
か
ら
三
年

扱
い
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
そ
の
他
の
記
録
を
そ
の
完
結
の
日
か
ら
三
年
間
保

間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
患
者
の
診
療
録
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
患
者
の
診
療
録
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
完
結

完
結
の
日
か
ら
五
年
間
と
す
る
。

の
日
か
ら
五
年
間
と
す
る
。

（
通
知
）

（
通
知
）

第
十
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

第
十
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
患
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る

に
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
患
者
の
居
住
地
を
管
轄
す

法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
後
期
高
齢
者

る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

。

医
療
広
域
連
合
」
と
い
う

）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

正
当
な
理
由
な
し
に
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に

三

正
当
な
理
由
な
し
に
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
す
る

関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

四

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費

四

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
つ
て
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給

の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。
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（
入
院
）

（
入
院
）

第
十
一
条

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
の
入
院
に
関
し
て
は
、
療
養
上
必
要
な
寝
具

第
十
一
条

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
の
入
院
に
関
し
て
は
、
療
養
上
必
要
な
寝

類
を
具
備
し
、
そ
の
使
用
に
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行

具
類
を
具
備
し
、
そ
の
使
用
に
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
病
状
に
応
じ
て
適
切
に

い
、
療
養
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
注
意
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

行
い
、
療
養
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
注
意
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば

ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
は
、
病
院
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
病
院
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
届
出
を
し
、
又
は
承
認
を

二
百
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
届
出
を
し
、
又
は
承
認

受
け
た
病
床
数
の
範
囲
内
で
、
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
許

を
受
け
た
病
床
数
の
範
囲
内
で
、
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き

可
を
受
け
、
若
し
く
は
届
出
を
し
、
又
は
通
知
を
し
た
病
床
数
の
範
囲
内
で
、
そ

許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
届
出
を
し
、
又
は
通
知
を
し
た
病
床
数
の
範
囲
内
で
、

れ
ぞ
れ
患
者
を
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
や
む

そ
れ
ぞ
れ
患
者
を
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
や

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
の
退
院
に
際
し
て
は
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
等
に
対

３

保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
の
退
院
に
際
し
て
は
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
等
に

し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
退
院
後
の
担
当
医
師
に
対
す
る
情
報
の
提

対
し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
退
院
後
の
担
当
医
師
に
対
す
る
情
報
の

供
及
び
保
健
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め
な

提
供
及
び
保
健
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
看
護
）

（
看
護
）

第
十
一
条
の
二

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
、
患
者
の
負
担
に

第
十
一
条
の
二

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
、
患
者
の
負
担

よ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
看
護
を
受
け
さ
せ
て
は

に
よ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
看
護
を
受
け
さ
せ

な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

２

保
険
医
療
機
関
は

当
該
保
険
医
療
機
関
の
従
業
者
に
よ
る
看
護
を
行
う
た
め

２

保
険
医
療
機
関
等
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
の
従
業
者
に
よ
る
看
護
を
行
う

、

、

従
業
者
の
確
保
等
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
め
、
従
業
者
の
確
保
等
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

（
報
告
）

第
十
一
条
の
三

保
険
医
療
機
関
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
の
給
付
及
び

第
十
一
条
の
三

保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
及
び
保
険

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
都
道
府

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
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県
知
事
に
定
期
的
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
に
定
期
的
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

保
険
医
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
担
当

第
二
章

保
険
医
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費

及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当

（
一
般
的
方
針
）

（
一
般
的
方
針
）

第
十
二
条

保
険
医
の
診
療
は
、
後
期
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
に
照
ら
し
、
一
般
に

第
十
二
条

保
険
医
の
診
療
は
、
老
人
の
心
身
の
特
性
に
照
ら
し
、
一
般
に
医
師
又

医
師
又
は
歯
科
医
師
と
し
て
診
療
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
又
は
負
傷

は
歯
科
医
師
と
し
て
診
療
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
対
し

に
対
し
て
、
的
確
な
診
断
を
も
と
と
し
、
患
者
の
健
康
の
保
持
増
進
上
妥
当
適
切

て
、
的
確
な
診
断
を
も
と
と
し
、
患
者
の
健
康
の
保
持
増
進
上
妥
当
適
切
に
行
わ

に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
次
に
掲
げ
る
事
項

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
意

に
配
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
医
療
機
関
が
取
り
扱
う
長
期
入
院
患
者
に
対
す
る
診
療
は
、
漫
然
か
つ

一

主
と
し
て
老
人
慢
性
疾
患
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
保
険
医
療
機
関
等
そ
の
他

画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
。

の
保
険
医
療
機
関
等
が
取
り
扱
う
長
期
入
院
患
者
に
対
す
る
診
療
は
、
漫
然
か

つ
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
。

二

保
険
医
は
、
後
期
高
齢
者
の
生
活
の
質
の
確
保
に
資
す
る
見
地
か
ら
、
患
者

二

保
険
医
は
、
老
人
の
生
活
の
質
の
確
保
に
資
す
る
見
地
か
ら
、
患
者
の
家
庭

の
居
宅
に
お
け
る
療
養
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
必
要
な
診
療
及
び
日
常
生
活

に
お
け
る
療
養
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
必
要
な
診
療
及
び
日
常
生
活
上
の
指

上
の
指
導
を
妥
当
適
切
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

導
を
妥
当
適
切
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
指
導
）

（
指
導
）

第
十
四
条

保
険
医
は
、
診
療
に
当
た
つ
て
は
、
常
に
医
学
の
立
場
を
堅
持
し
て
、

第
十
四
条

保
険
医
は
、
診
療
に
当
た
つ
て
は
、
常
に
医
学
の
立
場
を
堅
持
し
て
、

患
者
の
心
身
の
状
態
を
観
察
し
、
後
期
高
齢
者
の
心
理
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
を

患
者
の
心
身
の
状
態
を
観
察
し
、
老
人
の
心
理
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
を
十
分
配

十
分
配
慮
し
て
、
心
理
的
な
効
果
を
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
指
導

慮
し
て
、
心
理
的
な
効
果
を
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
指
導
を
行
わ

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
五
条

保
険
医
は
、
患
者
に
対
し
、
健
康
に
対
す
る
自
己
責
任
の
意
識
の
涵
養

第
十
五
条

保
険
医
は
、
患
者
に
対
し
、
健
康
に
対
す
る
自
己
責
任
の
意
識
の
涵
養

並
び
に
そ
の
者
の
日
常
生
活
及
び
居
宅
環
境
の
的
確
な
把
握
に
努
め
、
本
人
又
は

並
び
に
そ
の
者
の
日
常
生
活
及
び
家
庭
環
境
の
的
確
な
把
握
に
努
め
、
本
人
又
は

必
要
に
応
じ
そ
の
家
族
等
に
対
し
、
病
状
に
応
じ
た
適
切
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ

必
要
に
応
じ
そ
の
家
族
等
に
対
し
、
病
状
に
応
じ
た
適
切
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
転
医
及
び
対
診
）

（
転
医
及
び
対
診
）

第
十
六
条

保
険
医
は
、
患
者
の
疾
病
又
は
負
傷
が
自
己
の
専
門
外
に
わ
た
る
も
の

第
十
六
条

保
険
医
は
、
患
者
の
疾
病
又
は
負
傷
が
自
己
の
専
門
外
に
わ
た
る
も
の

で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
診
療
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
保
険
医
療

で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
診
療
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
保
険
医
療

機
関
へ
転
医
さ
せ
、
又
は
他
の
保
険
医
の
対
診
を
求
め
る
等
診
療
に
つ
い
て
適
切

機
関
等
へ
転
医
さ
せ
、
又
は
他
の
保
険
医
の
対
診
を
求
め
る
等
診
療
に
つ
い
て
適

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
に
関
す
る
照
会
）

（
診
療
に
関
す
る
照
会
）

第
十
六
条
の
二

保
険
医
は
、
そ
の
診
療
し
た
患
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
関
し
、
他

第
十
六
条
の
二

保
険
医
は
、
そ
の
診
療
し
た
患
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
関
し
、
他

の
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
医
か
ら
照
会
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
適
切
に

の
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
医
か
ら
照
会
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
適
切

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
医
薬
品
及
び
歯
科
材
料
）

（
使
用
医
薬
品
及
び
歯
科
材
料
）

第
十
九
条

保
険
医
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
薬
品
以
外
の
薬
物
を
患

第
十
九
条

保
険
医
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
薬
品
以
外
の
薬
物
を
患

者
に
施
用
し
、
又
は
処
方
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五

者
に
施
用
し
、
又
は
処
方
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
治
験
（
以
下
「
治
験
」

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
治
験
（
以
下
「
治
験
」

と
い
う

）
に
係
る
診
療
に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
対
象
と
さ
れ
る
薬
物
を
使
用

と
い
う

）
に
係
る
診
療
に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
対
象
と
さ
れ
る
薬
物
を
使
用

。

。

す
る
場
合
そ
の
他
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

す
る
場
合
そ
の
他
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

（
老
人
保
健
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）
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第
十
九
条
の
二

保
険
医
は
、
診
療
に
当
た
つ
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健

第
十
九
条
の
二

保
険
医
は
、
診
療
に
当
た
つ
て
は
、
老
人
保
健
事
業
の
健
全
な
運

全
な
運
営
を
損
な
う
行
為
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

営
を
損
な
う
行
為
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
訪
問
看
護
等
の
事
業
と
の
関
係
）

（
指
定
老
人
訪
問
看
護
等
の
事
業
と
の
関
係
）

第
十
九
条
の
五

医
師
で
あ
る
保
険
医
は
、
患
者
か
ら
訪
問
看
護
指
示
書
の
交
付
を

第
十
九
条
の
五

医
師
で
あ
る
保
険
医
は
、
患
者
か
ら
訪
問
看
護
指
示
書
の
交
付
を

求
め
ら
れ
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
当
該
患
者
の

求
め
ら
れ
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
当
該
患
者
の

選
定
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
指
定
訪
問
看
護

選
定
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
指
定
老
人
訪
問

事
業
等
を
行
う
事
業
所
を
い
う

以
下
同
じ

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

看
護
事
業
等
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

。

。
）

。

。

な
い
。

２

医
師
で
あ
る
保
険
医
は
、
訪
問
看
護
指
示
書
に
基
づ
き
、
適
切
な
指
定
訪
問
看

２

医
師
で
あ
る
保
険
医
は
、
訪
問
看
護
指
示
書
に
基
づ
き
、
適
切
な
指
定
老
人
訪

護
等
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
従
業
者
か
ら
の

問
看
護
等
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
従
業
者
か

相
談
に
際
し
て
は
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
等
を
受
け
る
者
の
療
養
上
必
要
な
事
項

ら
の
相
談
に
際
し
て
は
、
当
該
指
定
老
人
訪
問
看
護
等
を
受
け
る
者
の
療
養
上
必

に
つ
い
て
適
切
な
注
意
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
な
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
注
意
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

一

診
察

一

診
察

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

診
察
を
行
う
場
合
は
、
患
者
の
服
薬
状
況
及
び
薬
剤
服
用
歴
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

ハ

健
康
診
査
は
、
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と

ロ

健
康
診
査
は
、
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と
し
て
行

し
て
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

つ
て
は
な
ら
な
い
。

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

投
薬

三

投
薬
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イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
医
薬
品
（
以
下
「
新
医
薬
品
等
」
と
い
う

）
と
そ
の
有
効
成
分
、
分

。

量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
医
薬
品
と
し
て
、

（

「

」

。
）

同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認

以
下

承
認

と
い
う

が
な
さ
れ
た
も
の
（
た
だ
し
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
等
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
承

認
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が

同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分

若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
医
薬
品
を
除
く

（
以
下
「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う

）
の
使

。
）

。

用
を
考
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ホ
～
ト

（
略
）

ニ
～
ヘ

（
略
）

四

処
方
せ
ん
の
交
付

四

処
方
せ
ん
の
交
付

イ

（
略
）

イ

（
略
）

、

、

、

、

ロ

施
設
入
所
者
に
対
し
て
は

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
を
除
き

ロ

施
設
入
所
者
に
対
し
て
は

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
を
除
き

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
（
以
下
「

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
で
あ
る
薬
局
（
以
下
「
保
険
薬

保
険
薬
局
」
と
い
う

）
に
お
け
る
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給
を
目
的
と

局
」
と
い
う

）
に
お
け
る
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給
を
目
的
と
す
る
処

。

。

す
る
処
方
せ
ん
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

方
せ
ん
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

五

注
射

五

注
射

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

注
射
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
を
考
慮
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
～
チ

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）
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七
の
二

居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
等

七
の
二

家
庭
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
等

居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
看
護
は
、
療
養
上
適
切
で
あ
る
と
認
め

家
庭
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
看
護
は
、
療
養
上
適
切
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

八

（
略
）

八

（
略
）

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か

第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か

ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す

と
す
る
。

る
。

一

診
察

一

診
察

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

診
察
を
行
う
場
合
は
、
患
者
の
服
薬
状
況
及
び
薬
剤
服
用
歴
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

ハ

健
康
診
査
は
、
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と

ロ

健
康
診
査
は
、
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と
し
て
行

し
て
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

つ
て
は
な
ら
な
い
。

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

投
薬

三

投
薬

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
を
考
慮
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ホ
・
ヘ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

注
射

五

注
射

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

注
射
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
を
考
慮
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
～
チ

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

八
の
二

居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
等

八
の
二

家
庭
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
等

居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
看
護
は
、
療
養
上
適
切
で
あ
る
と
認
め

家
庭
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
看
護
は
、
療
養
上
適
切
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

九

（
略
）

九

（
略
）

（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

第
二
十
三
条
の
二

保
険
医
は
、
そ
の
行
つ
た
診
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

第
二
十
三
条
の
二

保
険
医
は
、
そ
の
行
つ
た
診
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

い
て
、
保
険
医
療
機
関
が
取
り
扱
う
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
関

い
て
、
保
険
医
療
機
関
等
が
行
う
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
関
す
る
療
養

す
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

に
要
す
る
費
用
の
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

第
三
章

保
険
薬
局
に
よ
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の

第
三
章

保
険
薬
局
に
よ
る
医
療
の
取
扱
い
並
び
に
保
険
薬
剤
師
に
よ
る
医
療
及
び

取
扱
い
並
び
に
保
険
薬
剤
師
に
よ
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当

る
療
養
の
担
当

（
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
の
範
囲
）

（
医
療
の
取
扱
い
の
範
囲
）

第
二
十
四
条

保
険
薬
局
が
取
り
扱
う
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係

第
二
十
四
条

保
険
薬
局
が
取
り
扱
う
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
（
以
下
「
医
療
」

る
療
養
は
、
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給
及
び
居
宅
に
お
け
る
薬
学
的
管
理
及
び

と
い
う

）
は
、
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給
及
び
家
庭
に
お
け
る
薬
学
的
管
理

。

指
導
と
す
る
。

及
び
指
導
と
す
る
。

（
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
方
針
）

（
医
療
の
取
扱
方
針
）

、

。

第
二
十
五
条

保
険
薬
局
は
、
懇
切
丁
寧
に
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費

第
二
十
五
条

保
険
薬
局
は

懇
切
丁
寧
に
医
療
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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に
係
る
療
養
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
正
な
手
続
の
確
保
）

（
適
正
な
手
続
の
確
保
）

第
二
十
五
条
の
二

保
険
薬
局
は
、
そ
の
担
当
す
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用

第
二
十
五
条
の
二

保
険
薬
局
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費

療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
必
要
な
申
請
、
届
出
そ

に
係
る
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
必
要
な
申

の
他
の
手
続
並
び
に
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
要
す

請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
並
び
に
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に

る
費
用
の
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

（
老
人
保
健
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

第
二
十
五
条
の
三

保
険
薬
局
は
、
そ
の
取
り
扱
う
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用

第
二
十
五
条
の
三

保
険
薬
局
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲

療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い

げ
る
行
為
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

、

。

一

保
険
医
療
機
関
と
一
体
的
な
構
造
と
し
、
又
は
保
険
医
療
機
関
と
一
体
的
な

一

保
険
医
療
機
関
等
と
一
体
的
な
構
造
と
し
、
又
は
保
険
医
療
機
関
等
と
一
体

経
営
を
行
う
こ
と
。

的
な
経
営
を
行
う
こ
と
。

二

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
医
に
対
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定
の
保
険
薬
局
に

二

保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
医
に
対
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定
の
保
険
薬
局

お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品

に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金

そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
す
る
こ
と
。

品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
保
険
薬
局
は
、
そ
の
取
り
扱
う
療
養
の
給
付
及
び
保

２

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
保
険
薬
局
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
に
関
し
、
老
人

険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
全
な
運
営

保
健
事
業
の
健
全
な
運
営
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
処
方
せ
ん
の
確
認
）

（
処
方
せ
ん
の
確
認
）

第
二
十
六
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に

第
二
十
六
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
か
ら
医
療
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合

係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出
す
る
処
方

に
は
、
そ
の
者
の
提
出
す
る
処
方
せ
ん
が
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
せ
ん
で
あ
る

せ
ん
が
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
せ
ん
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
せ
ん
又
は
被

こ
と
及
び
そ
の
処
方
せ
ん
又
は
健
康
手
帳
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格

保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ

が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
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（
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
記
録
の
記
載
）

第
二
十
六
条
の
三

削
除

第
二
十
六
条
の
三

保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
し
て
行
つ
た
医
療
及
び
保
険
外
併
用

療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
そ
の
者
の
健
康
手
帳
の
医
療
の
記
録
に
係
る
ペ
ー

ジ
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

第
二
十
六
条
の
四

保
険
薬
局
は
、
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
の

第
二
十
六
条
の
四

保
険
薬
局
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
の

支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

保
険
薬
局
は
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用

２

保
険
薬
局
は
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用

の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
算

の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養

定
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

費
算
定
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
剤
録
の
記
載
及
び
整
備
）

（
調
剤
録
の
記
載
及
び
整
備
）

第
二
十
七
条

保
険
薬
局
は
、
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
剤
録
に
、
療
養
の
給

第
二
十
七
条

保
険
薬
局
は
、
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
剤
録
に
、
医
療
の
取

付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載

扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
他
の
調
剤
録
と
区
別
し
て
整
備
し

し
、
こ
れ
を
他
の
調
剤
録
と
区
別
し
て
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
方
せ
ん
等
の
保
存
）

（
処
方
せ
ん
等
の
保
存
）

第
二
十
八
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養

第
二
十
八
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
処
方
せ
ん
及
び
調
剤

費
に
係
る
療
養
に
関
す
る
処
方
せ
ん
及
び
調
剤
録
を
そ
の
完
結
の
日
か
ら
三
年
間

録
を
そ
の
完
結
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
）

（
通
知
）

第
二
十
九
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
療
養
の
給

第
二
十
九
条

保
険
薬
局
は
、
患
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
医
療
を
受

付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き

け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
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は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
患
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る

当
該
患
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
後
発
医
薬
品
の
調
剤
）

第
二
十
九
条
の
二

保
険
薬
局
は
、
後
発
医
薬
品
の
備
蓄
に
関
す
る
体
制
そ
の
他
の

後
発
医
薬
品
の
調
剤
に
必
要
な
体
制
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
剤
の
一
般
的
方
針
）

（
調
剤
の
一
般
的
方
針
）

第
三
十
条

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併

第
三
十
条

保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療

用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
薬
剤
師

以
下

保
険
薬
剤
師

と
い
う

養
を
担
当
す
る
薬
剤
師
（
以
下
「
保
険
薬
剤
師
」
と
い
う

）
は
、
老
人
の
心
身

（

「

」

。
）

。

は
、
後
期
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
せ
ん

の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
せ
ん
に
基
づ
き
、
患
者
の
療
養

に
基
づ
き
、
患
者
の
療
養
上
妥
当
適
切
に
調
剤
並
び
に
薬
学
的
管
理
及
び
指
導
を

上
妥
当
適
切
に
調
剤
並
び
に
薬
学
的
管
理
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

保
険
薬
剤
師
は
、
調
剤
を
行
う
場
合
は
、
患
者
の
服
薬
状
況
及
び
薬
剤
服
用
歴

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
険
薬
剤
師
は
、
処
方
せ
ん
に
記
載
さ
れ
た
医
薬
品
に
係
る
後
発
医
薬
品
が
次

条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該

処
方
せ
ん
を
発
行
し
た
保
険
医
等
が
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
を
認
め
て
い
る
と
き

は
、
患
者
に
対
し
て
、
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
説
明
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
薬
剤
師
は
、
後
発
医
薬
品
を
調
剤
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

（
老
人
保
健
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

第
三
十
一
条
の
二

保
険
薬
剤
師
は
、
調
剤
に
当
た
つ
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

第
三
十
一
条
の
二

保
険
薬
剤
師
は
、
調
剤
に
当
た
つ
て
は
、
老
人
保
健
事
業
の
健

度
の
健
全
な
運
営
を
損
な
う
行
為
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

全
な
運
営
を
損
な
う
行
為
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
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（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

第
三
十
三
条

保
険
薬
剤
師
は
、
そ
の
行
つ
た
調
剤
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

第
三
十
三
条

保
険
薬
剤
師
は
、
そ
の
行
つ
た
調
剤
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

い
て
、
保
険
薬
局
が
行
う
療
養
の
給
付
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に

い
て
、
保
険
薬
局
が
行
う
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
要
す
る

要
す
る
費
用
の
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

費
用
の
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


